
第三種郵便物認可　平成19年９月１日（土曜日）中小企業タイムズ（5）

設立／平成／ 5成 年5 7年 月7 7月 日7
所在地／山梨県南巨摩郡身延町相又／ 4425-1又
理事長／市川正人　
組合員数／21人　職員数／1人
出資金／8,000千円
TEL／0556-62-6161　
FAX／0556-62-6162
URL／http://www.minobuyuba.jp/

　
　
組
合
の
活
動
は
？

　
組
合
名
の
と
お
り
、
生
ゆ
ば
の
製
造
・
販
売
に

加
え
、
み
の
ぶ
ゆ
ば
の
特
徴
で
あ
る
「
生
ゆ
ば
」

を
ふ
ん
だ
ん
に
使
用
し
た
食
事
を
お
客
様
に
提

供
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ゆ
ば
の
製
造
体
験
や
商

工
会
の
女
性
部
に
よ
る
コ
ロ
ッ
ケ
の
販
売
、
地

域
住
民
が
栽
培
し
た
農
産
物
の
加
工
品
、
山
菜

な
ど
も
販
売
し
て
い
ま
す
。
ゆ
ば
を
引
き
上
げ

て
残
っ
た
、
濃
度
の
高
い
豆
乳
で
作
る
ソ
フ
ト

ク
リ
ー
ム
や
プ
リ
ン
も
人
気
の
商
品
で
す
。

　
　
事
務
局
と
し
て

　
　
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
？

　
組
合
が
地
域
住
民
と
協
業
し
、
ど
の
よ
う
な

形
で
地
域
に
貢
献
で
き
る
か
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
組
合
運
営
を
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
地
元
の

農
家
に
組
合
が
受
け
持
つ
施
設
を
貸
し
出
し
、

農
産
品
の
販
路
は
確
保
し
て
い
ま
す
が
、
今
後

は
、
集
落
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
化
し
、
そ
の
グ
ル
ー

プ
が
製
造
す
る
農
産
加
工
品
を
販
売
す
る
た
め

の
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
の
立
ち
上
げ

の
手
助
け
も
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
事
務
局
で
困
っ
て
い
る
こ
と
は
？

　
近
い
将
来
、
中
部
横
断
道
路
が
開
通
と
な
り
、

国
道
52
号
線
沿
い
に
あ
る
当
施
設
の
利
用
客
の

減
少
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
組
合
運
営
へ
の

影
響
も
懸
念
さ
れ
ま
す
が
、
ゆ
ば
な
ど
の
品
物

は
別
の
場
所
で
も
販
売
で
き
ま
す
の
で
、
ゆ
ば

の
製
造
・
販
売
に
は
大
き
な
影
響
は
生
じ
て
こ

な
い
と
思
い
ま
す
が
、
当
初
の
設
立
目
的
で
あ

る
地
域
の
活
性
化
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
は
難

し
く
な
る
で
し
ょ
う
。

　
　
事
務
局
で
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
は
？

　
今
ま
で
農
家
の
方
た
ち
は
、
自
分
の
畑
で
育

て
た
野
菜
は
自
己
消
費
す
る
だ
け
で
し
た
が
、

当
施
設
が
場
所
を
提
供
し
、
農
産
品
を
販
売
す

る
環
境
が
整
っ
た
こ
と
で
、
今
で
は
78
軒
の
農

家
が
自
分
で
造
っ
た
野
菜
等
を
持
込
み
、
販
売

を
行
っ
て
い
ま
す
。
お
年
寄
り
が
農
業
を
す
る

こ
と
の
楽
し
さ
を
感
じ
て
く
れ
た
こ
と
で
、
少

し
で
も
地
元
住
民
へ
の
貢
献
が
で
き
て
い
る
こ

と
を
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

　
　
最
後
に
ひ
と
こ
と

　
組
合
の
運
営
も
4
年
目
を
迎
え
、
よ
う
や
く

軌
道
に
乗
っ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、
依
然
と
し
て

ゆ
ば
と
言
っ
た
ら
、
京
都
や
日
光
が
有
名
で
、
身

延
の
ゆ
ば
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現

状
で
す
。
そ
こ
で
最
近
で
は
、
学
校
の
給
食
に
ゆ

ば
を
採
用
し
て
も
ら
い
、
子
供
達
か
ら
の
浸
透

を
図
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
み
の
ぶ
ゆ
ば
は
「
生

ゆ
ば
」
で
す
の
で
、
日
持
ち
し
な
い
た
め
販
売
方

法
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
新
た
な
販
路

開
拓
と
商
品
開
発
を
検
討
中
で
す
。
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減価償却制度の改正点について、

その概要を教えて下さい。

　40年ぶりに改正された減価償却制度の概要は以下のとおりです。
　減価償却資産の償却可能限度額の撤廃、既存資産の償却可能限度額
の均等償却、平成19年4月1日以後の新規取得資産についての残存割
合の廃止と、備忘価額1円までの250％定率法導入など、設備投資の推
進に向け、新たな減価償却制度への対応が必要となりました。

●減価償却の改正点
1．残存価額の廃止
　平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、残存価額が廃止され、

定率法の償却率は、定額法の償却率を2.5倍とした率とされました。

2．償却限度額の廃止
【既存取得資産】
�平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額ま

で償却した事業年度の翌事業年度（平成19年4月1日以後終了事業年度に限りま

す）以後5年間で均等償却します。

【新規取得資産】
　平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、耐用年数経過時点

に1円（備忘価額）まで償却できるようになりました。

3．償却限度額の計算
既存取得資産の償却方法
＊平成19年3月31日までに取得した減価償却資産

　　→従前どおり旧定額法・旧定率法により計算

＊取得価額95％相当額に達した事業年度の翌事業年度の償却額は下記の計算

方法によって１円まで償却　

　→（取得価額×5％－1）×事業年度の月数／60

4．新規取得資産の償却方法
　平成19年4月1日以後に取得した資産については、耐用年数が経過した時点で

残存簿価が１円に達するまで償却します。

＊新定額法　取得価額×新定額法の償却率

＊新定率法　期首帳簿価額×新定率法の償却率

※新定率法の場合は、保証率を用いた償却保証額を適用することによって耐用年数内に残存

簿価1円まで償却する方法を用いています。

1．改正後の資本的支出の取り扱い（原則）
【既存取得資産に資本的支出があった場合】
　平成19年4月1日以後に資本的支出が行われた場合は、資本的支出額を既存取

得資産（本体）と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得

したものとして計算（新法にて計算）

【新規取得資産に資本的支出があった場合】
　平成19年4月1日以後に取得した新規取得資産について、平成19年4月1日以

後に資本的支出が行われた場合には、資本的支出額を新規取得資産と種類及び

耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして計算

2．改正後の資本的支出の取り扱い（特例）
�上記２の原則にかかわらず、資本的支出が平成19年4月1日以後行われた場合

であっても、旧法にて計算することも認められています。

償却方法の届出
　平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、新定額法・新定率法

などの償却方法を選定する場合には、平成19年3月31日以前に選定していた旧

定額法・旧定率法と同一区分に属する資産について、新定額法・新定率法などを

選定した場合には、届出は不要です。

　また、償却方法の届出を提出していない場合で、平成19年4月1日以後に取得

した減価償却資産の償却方法は、法定償却方法（定率法）が適用されます。

　さらに、償却方法を変更しようとするときは、新たな償却方法を採用しよう

とする事業年度開始の日の前日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申

請書」を提出し、承認を得ないといけません。ただし、平成19年4月1日以後最初

に終了する事業年度について、法人が選定した償却方法等を変更しようとする

ときは、その事業年度の確定申告書の提出期限までに変更の理由等を記載した

届出書を提出すれば、その提出をもって償却方法の変更の承認があったものと

みなされます。


